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３ ３ １ 基本的事項 

（省略） 

ただし、変更見込金額が請負代金額の 30％を超える場合においても、一体施工

の必要性から分離発注できないものについては、適切に設計図書の変更及びこれ

に伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行う必要があります。（変更見込金

額が請負代金額の 30％を超える場合は、設計変更をする前（指示前）に契約部

に必ず相談すること。） 

（省略） 

□監督員指示を行った場合には、当該指示に対する設計変更手続きを速やかに行

わなければならない。但しきわめて近い将来に続けて監督員指示を行うことが

見込まれる場合には、次の範囲内でまとめて設計変更手続きを行うことができ

る。 

・請負金額が 150,000,000 円未満の場合は、変更指示に伴う請負金額の増減

額の合計が請負金額の 20％以内であること。  

・請負金額が 150,000,000 円以上の場合は、変更指示に伴う請負金額の増減

額の合計が 30,000,000 円以内であること。  

１ 基本的事項 

（省略） 

ただし、変更見込金額が請負代金額の 30％を超える場合においても、一体施工

の必要性から分離発注できないものについては、適切に設計図書の変更及びこれ

に伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行う必要があります。（変更見込金

額が請負代金額の 30％を超える場合には、監督員指示はできません。契約第一

課に必ず相談すること。） 

（省略） 

□監督員指示を行った場合には、当該指示に対する設計変更手続きを速やかに行

わなければならない。但しきわめて近い将来に続けて監督員指示を行うことが

見込まれる場合には、次の範囲内でまとめて設計変更手続きを行うことができ

る。 

・請負金額が 300,000,000 円未満の場合は、変更指示に伴う請負金額の増減

額の合計が請負金額の 20％以内であること。  

・請負金額が 300,000,000 円以上の場合は、変更指示に伴う請負金額の増減

額の合計が 60,000,000 円以内であること。 
 


